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令
和
元
年
度
の
決
算
に
つ
い
て
、
一
般

保
険
収
支
は
収
入
支
出
差
し
引
き
額
で
1
億

4
3
8
0
万
円
の
黒
字
と
な
り
ま
し
た
。
前

年
度
の
繰
越
金
1
億
1
2
8
0
万
円
を
除
く

と
実
質
の
単
年
度
経
常
収
入
支
出
差
引
額
は

3
1
0
0
万
円
と
な
り
、
わ
ず
か
な
黒
字
幅

で
は
あ
り
ま
す
が
、
昨
年
に
引
き
続
き
保
険

料
収
入
で
支
出
を
全
て
賄
う
と
い
う
健
全
な

状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

収
支
の
内
容
に
つ
い
て
、
収
入
は
被
保

険
者
が
若
干
減
少
し
た
こ
と
、
ま
た
、
標
準

報
酬
月
額
の
保
険
料
収
入
の
減
少
か
ら
、
昨

年
比
約
1
0
0
0
万
円
減
少
し
、
ほ
ぼ
予
算

ど
お
り
の
7
億
8
5
0
0
万
円
と
な
り
ま
し

た
。一

方
、
支
出
は
保
険
給
付
費
が
3
億

6
9
0
0
万
円
と
な
り
、
前
年
度
比
約

1
5
0
0
万
円
の
減
少
と
な
り
ま
し
た
。
増

加
を
見
込
ん
で
い
た
予
算
よ
り
4
2
7
0
万

円
も
下
回
り
ま
し
た
。
減
少
要
因
は
、
給

付
費
関
係
で
は
家
族
療
養
費
が
前
年
費
約

2
8
0
0
万
円
増
加
し
ま
し
た
が
、
保
険
給

付
費
約
1
5
0
0
万
円
、
本
人
の
療
養
費
約

1
9
0
0
万
円
、
傷
病
手
当
金
約
1
0
0
0

万
円
、
さ
ら
に
高
齢
者
療
養
給
付
費
も

7
0
0
万
円
少
な
か
っ
た
こ
と
が
上
げ
ら
れ

ま
す
。
ま
た
、
高
齢
者
へ
の
納
付
金
は
3
億

2
8
0
0
万
円
と
な
り
、
予
算
見
込
よ
り
約

1
9
0
0
万
円
少
な
い
支
出
と
な
り
ま
し

た
。

一般保険は引き続き保険料収入等で
全てを賄う黒字を確保、

介護保険は若干の赤字となりました
去る令和2年8月7日に開催された第144回組合会で、

令和元年度決算が可決・承認されましたので、その概要をご報告いたします。

令和元年度 決算のお知らせ

今
年
度
の
一
般
保
険
の
決
算
は
保
険
料

収
入
の
減
少
が
少
な
く
抑
え
ら
れ
た
こ
と
、

ま
た
給
付
・
納
付
等
の
支
出
が
見
込
み
ほ
ど

伸
び
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
黒
字
を
確
保
す

る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
黒
字
幅
は
少
な
く
、
納
付
額
は
次
年
度

も
増
加
す
る
と
見
て
お
り
、
今
後
の
収
支
バ

ラ
ン
ス
は
支
出
超
過
と
な
る
見
込
み
に
変
わ

り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
保
健
事
業
を
充
実
さ

せ
、
組
合
員
の
皆
様
の
健
康
へ
の
関
心
を
高

め
て
、
給
付
費
を
根
本
か
ら
減
ら
し
て
い
く

努
力
が
引
き
続
き
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
収
支
は
収
入
支
出
差
引
額
で

1
7
8
5
万
円
の
黒
字
と
な
り
ま
し
た
が
、

前
年
度
の
繰
越
金
1
8
5
0
万
円
を
除
く
と

実
質
の
単
年
度
経
常
収
入
支
出
差
引
額
は
70

万
円
の
赤
字
決
算
と
な
り
ま
し
た
。
予
算
段

階
で
赤
字
を
見
込
ん
で
い
ま
し
た
が
、
保
険

料
収
入
が
ほ
ぼ
前
年
並
み
で
、
納
付
金
が
前

年
度
よ
り
6
8
0
万
円
増
加
し
た
こ
と
が
要

因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
保
険
料
の
算
定

は
加
入
者
数
か
ら
総
報
酬
割（
収
入
）へ
の
移

行
段
階
で
、
今
年
度
は
4
分
の
3
の
割
合
と

な
っ
て
お
り
、
次
年
度
に
は
、
全
て
が
報
酬

割
と
な
り
ま
す
の
で
、
保
険
料
負
担
は
増
え

て
い
く
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

決
算
残
金
処
分
は
一
般
保
険
が

3
0
0
0
万
円
を
別
途
積
立
金
と
し
て
、
ま

た
介
護
保
険
は
繰
越
金
を
次
年
度
予
算
枠
内

に
抑
え
る
た
め
10
万
円
を
法
定
準
備
金
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
定
期
預
金
に
て
保
有
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。

保
健
事
業
は
前
年
度
に
引
き
続
き「
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
費
用
の
一
部
補
助
」、

「
家
庭
常
備
薬
の
配
付
」を
実
施
し
た
ほ
か
、

30
歳
以
上
の
被
保
険
者
の「
人
間
ド
ッ
ク
」を

事
業
主（
法
定
検
診
部
分
の
6
5
0
0
円〔
税

抜
き
〕）と
健
保
組
合
で
全
額
負
担
し
て
実
施

し
ま
し
た
。
ま
た
、
人
間
ド
ッ
ク（
40
歳
以

上
の
特
定
健
診
）の
結
果
、
生
活
習
慣
病
発

症
リ
ス
ク
の
高
い
人
に
対
し
て
行
わ
れ
る

「
特
定
保
健
指
導
」の
初
回
面
談
を
、
事
業
主

の
協
力
の
も
と
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
所
内
で
実

施
し
ま
し
た
。

次
年
度
と
な
る
令
和
2
年
度
は
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
に
よ
り
、
受
診

数
が
減
っ
た
こ
と
で
給
付
が
一
時
的
に
2
割

程
度
減
少
、
ま
た
保
健
事
業
に
つ
い
て
は
、

人
間
ド
ッ
ク
の
受
診
開
始
が
大
幅
に
遅
れ
る

な
ど
の
影
響
が
出
て
い
ま
す
。

私
ど
も
健
康
保
険
組
合
と
い
た
し
ま
し

て
は
、
来
る
べ
き
危
機
的
状
況
に
備
え
、
経

費
の
削
減
、
医
療
費
の
削
減
な
ど
最
大
限
の

努
力
を
し
て
ま
い
る
所
存
で
す
。
保
健
事
業

の
積
極
的
な
参
加
な
ど
、
ご
自
身
の
健
康
管

理
に
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
、
健
保
財
政
の

健
全
化
に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
こ

こ
に
あ
ら
た
め
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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【決算残金処分内訳】
種 別 金額（千円） 備考
繰 越 金 113,785 次年度の予算に繰り越し

別 途 積 立 金 30,000 定期預金にて保管

財政調整事業繰越金 30 先払い保険料（任意継続被保険者）

合 計 143,815

【財産目録】
種 別 金額（千円） 備考
法 定 準 備 金 170,289 健康保険法で規定された準備金

別 途 積 立 金 595,633 法定準備金以外の積立金

退 職 積 立 金 1,000 職員用退職金の積立

合 計 766,922 定期預金にて保管(一部支払基金への委託金）

支出

健康保険の決算総額　収入 9億1,328万3千円　支出 7億6,946万8千円

介護保険の決算総額　収入 1億847万1千円　支出 9,061万7千円

【支出】
科 　 　 目 決算額（千円） 備考
事 務 所 費 16,848 職員給与、健保システム・事務所の

賃借料など

保 険 給 付 369,127
　 法 定 給 付 費 362,893 医療費、出産手当金、働けない場合

の傷病手当金などの給付

　 付 加 給 付 費 6,234 法定給付費に加算して支給する当健
保独自の給付

納 付 金 327,583
前期高齢者納付金 153,183

国 高齢者の保険制度間の費用負担を調
整するための費用後期高齢者支援金 174,382

退職者給付拠出金 17 国 退職者の保険制度間の費用負担をす
るための費用（経過措置）

病床転換支援金 1 国 介護用病床の確保等による医療費適
正化のための費用

保 健 事 業 費 44,279 人間ドック、予防接種、常備薬配布
等の健康増進のための費用

財政調整事業拠出金 10,689 健保連 各健保組合間の財政を調整するため
の拠出金

そ の 他 942
合 計 769,468

【収入】
科 　 　 目 決算額（千円） 備考

保 険 料 784,940 会社 
社員

会社と社員の負担割合は
６：４（保険料率は 9.8%）

国庫負担金収入 209 国 高齢者納付金・支援金に
対する費用負担の補助

調整保険料収入 10,674 健保連 各健保組合間の財政を調
整するための支援金

繰 越 金 112,836 前年度からの繰り越し

財政調整事業交付金 2,847 健保連 高額医療に対する交付金

国庫補助金収入 592 国
後期高齢者支援金、特定保
健指導実施に対する助成

雑 収 入 1,185

合 計 913,283

繰越金
前年度からの
繰り越し

（12.35%）
保険給付
組合員へ

（病院でかかった医療費、
出産手当金、傷病手当金など）

（47.97％）

財政調整事業拠出金
健保連へ
（1.4％）

納付金
国へ

（高齢者納付金・支援金など）
（42.57％）

その他
（2.26％）

保健事業費
組合員へ

（人間ドックなどの健康増進費用）
（5.8％）

その他
健保連からの

高額医療交付金など
（1.7%）

収入

〔会社6割〕

保険料
給与・賞与から
（85.95％）

〔社員4割〕

【決算残金処分内訳】
種 別 金額（千円） 備考
繰 越 金 17,754 前年度の予算に繰り越し

準 備 金 100 定期預金にて保管

合 計 17,854

【収入】
科 　 　 目 決算額（千円） 備考
保 険 料 88,965 会社 

社員
会社と社員の負担割合は５：５（保
険料率は 1.68%）

繰 越 金 18,548 前年度からの繰り越し

国庫補助金受入 957 国 総報酬割全面導入にともなう特例
措置の助成

雑 収 入 1
合 計 108,471

【財産目録】
種 別 金額（千円） 備考

準 備 金 58,532 介護保険法で規定された準備金

合 計 58,532 定期預金にて保管

【支出】
科 　 　 目 決算額（千円） 備考
介 護 納 付 金 90,617 国 介護保険法で規定された納付金

介護保険料還付金 0
積 立 金 0
予 備 費 0
合 計 90,617
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組合員の皆さまには、平素より当健康保険

組合の事業運営に格別のご理解とご協力を賜

り、厚く御礼申し上げます。山井理事長の後

任として、理事長職を引き継ぐこととなりま

したので一言ご挨拶申し上げます。

今年は、コロナ禍により、職場においても

ご家庭においても、感染への不安や新たな生

活様式への対応を余儀なくされ、これまでと

違ったストレスを抱えて過ごしている方もい

らっしゃるかと思います。未だ収束が見えな

い状況ではありますが、心身の健康のために

は、適度な運動やご家族や職場の仲間等との

コミュニケーションなど、感染予防に努めた

うえで上手くバランスをとっていくことも必

要です。感染収束までは、感染に注意しなが

らコロナと上手に付き合っていくしかありま

せん。

さて、話は変わりますが、来年4月に「高年

齢者等の雇用の安定等に関する法律」の一部

が改正されます。この改正は、企業に70才ま

での雇用機会の確保を求めるものです。来年

4月時点では義務化はされないものの、いず

れは70才までの雇用機会確保が義務付けられ

ることが予想されます。働く意欲のある高齢

者が増えているとの統計もありますが、70才

まで働くためには、働く意欲とともに心身が

健康であることが必要となります。現在、当

健康保険組合では、生活習慣病予防のため、

定期健康診断の100％受診に加え、特定保健

指導の受診率向上に努めています。今年は、

組合員の皆さまのご協力により、特定保健指

導の受診率も向上いたしました。この場を借

りて御礼申し上げるとともに、来年以降も会

社と連携して組合員の皆さまの健康増進や疾

病予防のための取り組みを継続してまいりま

すので、今後もご理解ご協力をお願いいたし

ます。

当健康保険組合は組合員の皆さまと会社か

らの保険料により支えられています。理事長

として、微力ながら、当健康保険組合の健全

で効率的な運営に努めてまいりますので、今

後とも当健康保険組合へのご支援をお願い申

し上げます。

最後に、組合員の皆さまのご健康とご多幸

を祈念して、ご挨拶とさせていただきます。

濱田　優

健保組合理事長

就任のごあいさつ
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の
処
方
が
受
け
ら
れ
た
り
、
他

の
健
保
組
合
等
に
変
わ
っ
た
と

き
は
保
険
証
の
ス
ム
ー
ズ
な
移

行
が
さ
れ
る
等
の
メ
リ
ッ
ト
も

あ
り
ま
す
。
今
後
、
医
療
費
控

除
の
確
定
申
告
で
の
利
用
や
、

年
末
調
整
申
告
書
と
の
連
携
も
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
下
記
の
図
は
医
療
機
関
の
受
診
と
特
定
健
診
デ
ー
タ
を
確
認
す
る

場
合
の
デ
ー
タ
の
流
れ
を
示
し
て
い
ま
す
。）

■
情
報
連
携
に
よ
る
効
率
化

平
成
25
年
の
番
号
法
の
成
立
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
し
た

地
方
公
共
団
体
お
よ
び
行
政
機
関
等
で
の
情
報
連
携
は
見
え
な
い
と
こ

ろ
で
少
し
ず
つ
進
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
の
情
報
連
携
を
い
ろ
い
ろ
な
補

助
や
減
額（
割
引
）制
度
を
受
け
る
と
い
っ
た
社
会
保
障
の
面
か
ら
見
る

と
必
要
性
が
見
え
て
き
ま
す
。

現
状
の
申
請
で
は
、
ま
ず
本
人
が
受
け
ら
れ
る
制
度
を
確
認
し
、

役
所
に
行
っ
て
申
請
用
紙
を
も
ら
い
、
手
数
料
を
払
っ
て
証
明
書
類
の

発
行
を
申
請
し
、
書
類
を
整
え
た
う
え
で
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
一
方
、
情
報
連
携
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
例
え
ば
役
所
か
ら
送
付

さ
れ
た
申
請
書
に
本
人
が
確
認
し
署
名
を
す
る
だ
け
で
全
て
完
了
す
る

と
い
っ
た
効
率
の
よ
い
仕
組
み
も
可
能
と
な
り
ま
す
。

（
前
述
の「
限
度
額
適
用
認
定
」の
取
り
扱
い
に
は
、
標
準
報
酬
月
額

等
級
に
よ
り
限
度
額
が
違
う
た
め
、
個
人
の
等
級
デ
ー
タ
が
必
要
に
な

り
ま
す
が
、
情
報
連
携
に
よ
り
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
利
用
な
ら
申
請

不
要
と
な
り
ま
す
。）

今
後
、
こ
の
よ
う
な
社
会
保
障
の
面
で
の
利
用
、
特
に
即
時
性
が

求
め
ら
れ
る
も
の
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
に
な
っ
て
く
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
機
能
を
利
用
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
ご
自
身
の
P
C
・
ス
マ
ホ
等
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
を
確
保

し
た
う
え
で
、
便
利
に
活
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

＊
特
定
健
康
診
断
の
結
果
報
告
に
つ
い
て
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法

律
第
1
4
2
条
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
健
康
保
険
の
デ
ジ
タ
ル
化

健
保
で
は
平
成
29
年
か
ら「
中
間
サ
ー
バ
ー
」（
自
治
体
の
業
務
シ
ス

テ
ム
お
よ
び
そ
の
接
続
シ
ス
テ
ム
と
の
中
継
を
行
う
サ
ー
バ
ー
）の
試

験
運
用
に
参
加
、
本
年
6
月
よ
り
市
区
町
村
等
と
の
情
報
連
携
が
始
ま

り
ま
し
た
。
健
保
か
ら
は
被
保
険
者
資
格
情
報（
被
扶
養
者
認
定
等
含

む
）、給
付
関
係
情
報（
高
額
療
養
費
、出
産
一
時
金
等
含
む
）を
提
供
し
、

市
町
村
税
情
報
、
住
民
票
関
係
情
報
を
地
方
公
共
団
体
等
へ
照
会
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。当
健
保
で
は
ま
だ
照
会
は
し
て
い
ま
せ
ん
が
、

こ
れ
に
よ
り
、
次
年
度
の
被
扶
養
者
の
確
認（
検
認
）で
は
非
課
税
証
明

書
等
の
提
出
を
不
要
と
す
る
予
定
で
す
。

ま
た
、
11
月
か
ら
は
事
業
主
が
提
出
す
る
報
酬
月
額
算
定
基
礎
届

等
の
届
出
に
つ
い
て
電
子
申
請
の
義
務
化
が
開
始
さ
れ
、
デ
ー
タ
は
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル（
国
が
行
う
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
、
正
式
名「
情
報
提

供
等
記
録
開
示
シ
ス
テ
ム
」）に
提
出
、
健
保
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
上
で

届
出
を
確
認
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

■
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
機
能

さ
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
機
能
の
利
用（
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
制
度
）に
つ
い
て
は
来
年
3
月
か
ら
開
始
さ
れ
る
予
定
で

す
が
、
こ
れ
に
よ
り
保
険
証
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現

在
の
保
険
証
は
引
き
続
き
、
問
題
な
く
利
用
で
き
ま
す
の
で
大
事
に

使
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
新
た
に
発
行
す
る
保
険
証（
来
年
4
月
か

ら
の
予
定
）に
は
記
号
・
番
号
に
加
え
、
個
人
ご
と
の
2
桁
の
枝
番
が
記

載
さ
れ
ま
す
。

保
険
証
機
能
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
利
用
登
録
を

す
れ
ば
、
申
請
す
る
こ
と
な
く「
限
度
額
適
用
認
定
」（
月
の
医
療
費
の

支
払
額
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
る
）の
取
り
扱
い
が
で
き
た
り
、

特
定
健
康
診
断（
40
歳
以
上
対
象
）の
受
診
結
果
が
確
認
で
き
ま
す
。
ま

た
、
情
報
連
携
に
よ
り
、
医
療
機
関
で
は
デ
ー
タ
に
基
づ
く
診
療
や
薬

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

健
康
保
険
証
機
能
の
利
用
に
つ
い
て

健保データの流れ

引用：「オンライン資格確認等について」（厚生労働省保険局資料）を参考に作成
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交通事故など、“第三者の行為”によって発生した医療費は、最終的
に加害者が負担します。健康保険で治療を受けるときの注意点をご
説明します。

2015年秋号に掲載した記事を再編集しています。

交通事故にあったとき
－第三者行為について－

交
通
事
故
を
は
じ
め「
第
三
者
の
行
為
」

に
よ
っ
て
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
で

も
、
そ
の
事
故
が
業
務
上
や
通
勤
途
上
に

発
生
し
た
も
の（
こ
の
場
合
は
労
災
保
険
）

で
な
け
れ
ば
、
健
康
保
険
で
治
療
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
第
三
者
の
行
為
」と
は
、
自
分
以
外
の

人
の
行
為
が
原
因
で
、
け
が
や
病
気
を
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
い
い
ま
す
。
交
通
事

故
以
外
に
も
、
次
の
よ
う
な
ケ
l
ス
が
該

当
し
ま
す
。

■
他
人
の
飼
い
犬
に
噛
ま
れ
た
場
合

■
ゴ
ル
フ
場
で
他
の
人
が
打
っ
た
ボ
ー

ル
な
ど
で
け
が
を
し
た
場
合

■
ス
キ
ー
や
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
の
接
触
事

故
■
建
物
か
ら
の
落
下
物
や
道
路
の
欠
陥

等
に
よ
る
け
が

■
食
品
会
社
、
飲
食
店
等
の
過
失
に
よ

る
食
中
毒

な
ど

「
第
三
者
の
行
為
」の
被
害
者
に
な
っ
た

と
き
、
そ
の
治
療
の
た
め
の
費
用
は
本
来

加
害
者
が
負
担
す
べ
き
損
害
賠
償
金
か
ら

支
払
わ
れ
る
の
が
原
則
で
す
。
し
か
し
、

現
実
に
は
、
良
心
的
な
加
害
者
ば
か
り
と

は
限
ら
ず
、
ま
た
加
害
者
が
不
明
だ
っ
た

り
、
支
払
能
力
に
欠
け
て
い
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
自
費
診
療

で
治
療
を
受
け
た
の
で
は
、
被
害
者
の
負

担
は
大
変
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
健
康
保
険
で
は
、
と
り
あ
え
ず

必
要
な
治
療
費
な
ど
を
健
保
組
合
が
立
て

替
え
て
お
い
て
、
後
日
、
加
害
者
に
請
求

で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す（
損
害
賠

償
請
求
権
の
代
位
取
得
）。

た
だ
し
、
そ
の
際
は
、
事
故
の
状
況
や

加
害
者
の
有
無
等
を
把
握
す
る
た
め
に
、

す
み
や
か
に
健
保
組
合
に
連
絡
を
と
り
、

「
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」を
提
出

す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

健
康
保
険
で
治
療
を
す
る
と
き
に
は
、

加
害
者（
加
害
者
が
加
入
し
て
い
る
自
動

車
損
害
賠
償
保
険
会
社
等
）と
相
談
し
、

す
み
や
か
に
健
保
組
合
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
そ
の
後
、
当
組
合
か
ら「
第
三
者
の

行
為
に
よ
る
傷
病
届
」等
の
書
類
を
お
送

り
し
ま
す
の
で
、
ご
記
入
の
上
ご
提
出
く

だ
さ
い
。
そ
の
際
に「
念
書
」「
事
故
発
生

状
況
報
告
書
」「
医
師
の
診
断
書
」「
事
故
証

明
書
」等
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。自動車事故などにあったらできるだけ冷静に

ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。

●加害者を確認
運転者の氏名、住所、勤務先、車種、ナンバー、運転免許証、自賠責保険証、車
検証、保険会社（任意保険等）などを確認しましょう。

●警察へ連絡
すみやかに警察に届け出て、「交通事故証明書」を受け取ります。

●健康保険組合へ連絡する
事故の内容、事故日、相手の自動車保険などを伝える。
※通勤途上の交通事故は労働災害ですので、健康保険は使えません。会社の管理
部門に連絡してください。

「
第
三
者
の
行
為
」

と
は

健
保
組
合
が
立
て
替

え
る

届
出
の
方
法



7

健
康
保
険
法
に
は
犯
罪
行
為
や
故
意
に

給
付
事
由
を
生
じ
さ
せ
た
と
き
、
あ
る
い

は
酔
っ
ぱ
ら
い
ま
た
は
著
し
い
不
行
跡
に

よ
っ
て
給
付
事
由
を
生
じ
さ
せ
た
と
き

は
、
給
付
の
制
限
を
す
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

健
保
組
合
で
は
次
の
よ
う
な
場
合
、
給

付
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
停
止
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
故
意
の
犯
罪
行
為

の
場
合
は
原
則
と
し
て
全
部
の
給
付
を
停

止
し
ま
す
。

1
故
意
の
犯
罪
行
為
ま
た
は
故
意
に
事
故

を
お
こ
し
た
と
き

①
交
通
事
故
の
場
合

「
酒
酔
い
運
転
」、「
酒
気
帯
び
運
転
」、

「
危
険
運
転
致
死
傷
罪
」、「
無
免
許
運

転
」等
に
よ
る
事
故
の
場
合（
な
お
、
同

乗
者
に
つ
い
て
は
運
転
者
の
状
況
を
認
識
・

承
知
し
て
い
た
場
合
は
給
付
制
限
の
対
象
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
自
損
事
故
の
場
合
も
同

様
で
す
）。

2
け
ん
か
、
酔
っ
ぱ
ら
い
な
ど
著
し
い
不

行
跡
に
よ
り
事
故
を
お
こ
し
た
と
き

①
け
ん
か
・
闘
争
に
よ
る
場
合（
正
当
防

衛
や
無
抵
抗
な
場
合
を
除
き
ま
す
）

②
酔
っ
ぱ
ら
い
ま
た
は
著
し
い
不
行
跡

に
よ
る
場
合

イ
酔
っ
ぱ
ら
い
の
程
度
が
激
し
く
、

そ
れ
が
事
故
発
生
の
原
因
と
な
っ

た
も
の（
程
度
は
泥
酔
状
態
の
場
合

〔
立
っ
て
い
ら
れ
な
い
、
記
憶
が
は
っ
き

り
し
な
い
、言
葉
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
等
〕）

ロ
著
し
い
不
行
跡（
一
般
的
な
社
会
通

念
に
従
っ
て
そ
の
都
度
決
定
）

3
正
当
な
理
由
が
な
く
医
師
の
指
導
に
従

わ
な
か
っ
た
り
、
健
保
の
指
示
に
よ
る

診
断
を
拒
ん
だ
と
き

4
詐
欺
そ
の
他
不
正
な
行
為
で
保
険
給
付

を
受
け
た
と
き
、
ま
た
は
受
け
よ
う
と

し
た
と
き

5
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
健
保
に
よ

る
文
書
の
提
出
命
令
や
質
問
に
応
じ
な

い
と
き

健
保
で
は
、
被
保
険
者（
被
扶
養
者
も

含
む
）に
代
わ
っ
て
、
加
害
者
へ
の
請
求

権
を
取
得
し
て
、
治
療
費
の
立
て
替
え
払

い
を
行
い
ま
す
。

立
て
替
え
た
治
療
費
は
、
過
失
責
任
や

請
求
金
額
に
つ
い
て
加
害
者
や
自
動
車
損

害
賠
償
責
任
保
険
の
保
険
会
社
等
と
交
渉

し
求
償
を
行
な
い
ま
す
。

受
診
者
が
勝
手
に
示
談
を
し
た
場
合
、

交
渉
に
大
き
な
影
響
が
生
じ
、
健
保
の
求

償
に
支
障
を
来
す
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
必
ず
示
談
す
る
前
に
健
保
組
合
に
相

談
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
治
療
費
を
含
む
賠
償
金
を
受
け

取
っ
た
場
合
や
、
健
康
保
険
で
治
療
を
受

け
て
い
る
か
ら
医
療
費
は
い
ら
な
い
と

い
っ
た
示
談
を
し
た
場

合
に
は
、
健
保
は
加
害

者
に
対
し
て
求
償
で
き

な
く
な
る
た
め
、
そ
の

日
以
降
、
健
康
保
険
を

使
っ
て
治
療
を
受
け
ら

れ
な
く
な
り
ま
す
。
症

状
が
固
定
せ
ず
、
治
療

が
長
引
く
場
合
で
も
全

額
自
己
負
担
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

事
故
の
時
点
で
痛
み

を
感
じ
な
く
て
も
数
日

経
っ
て
か
ら
実
は
骨
折

し
て
い
た
等
と
い
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
。ま
た
、

自
動
車
事
故
等
で
最
も

問
題
と
な
る
の
は
後
遺

※医療機関を受診するときは、第三者行為による傷病であることを伝えてください。
なお、健康保険証を使用する際、健保組合の了承を得ているか確認を求められるケー
スがありますので、健康保険証使用の際は事前に健保組合に連絡してください。

加 害 者
（損害保険会社）

医療機関

健康保険組合
「第三者行為による傷病届」を

提出

損害賠償金の支払い⑤立替えた医療費を請求

損害賠償金（一部負担
金など）の請求

⑥医療費の支払い

④医療費の支払いを
　一時的に立替え

①健康保険証を提示し、
　受診※

②治療・一部負担金の請求

一部負担金の支払い

③医療費（一部負担金以外）を請求

被 害 者
（被保険者・被扶養者）

医療費等の損害賠償請求権が
健保組合へ移る（代位取得）

第三者行為による給付のしくみ

症
で
す
。
負
傷
の
程
度
が
小
さ
い
か
ら
と

い
っ
て
安
心
で
き
ま
せ
ん
。
事
故
か
ら
半

年
も
過
ぎ
て
か
ら
頭
が
痛
く
な
っ
た
り
、

む
ち
打
ち
症
が
ひ
ど
く
な
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
示
談
す
る
際
に
は
、
後
遺
症
に
つ

い
て
も
取
り
決
め
を
確
認
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
健
保
に
連
絡
を
し
て

く
だ
さ
い
。

給
付
の
制
限
に

つ
い
て

示
談
は
慎
重
に
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医療費控除も
カードで便利に！

POINT!

6健康管理や医療の
質が向上！

POINT!

4
マイナポータルで、2021年３
月(予定)から自分の特定健
診情報を、2021年10月(予定)
から自分の薬剤情報を確認
できるようになります。

本人が同意をすれば、初めて
の医療機関等でも、今までに
使った薬剤情報や特定健診情
報が医師等と共有できます。

手続きなしで限度額
以上の一時的な支払
が不要に！

POINT!

3

限度額適用認定証がなくて
も、高額療養費制度におけ
る限度額以上の支払が免除
されます。

どうやって
使うの？

とっても
簡単！

ピッと
かざすだけ！

○ ○ 病 院 総 合 受 付

診察券入れ

マイナンバーカードの健康保険証
利用には、ＩＣチップの中の「電子
証明書」を使うため、マイナンバー
（12桁の数字）は使われません。

医療機関や薬局の受付窓口でマイ
ナンバーを取り扱うことはありま
せんし、ご自身の診療情報がマイ
ナンバーと紐づけられることもあ
りません。

どんないいことが？ ６ つ の メ リ ッ ト

健康保険証として
ずっと使える！

POINT!

1
マイナンバーカードを使
えば、就職や転職、引越し
しても保険証の切替えを
待たずにカードで受診で
きます。

※医療保険者への加入の届出は
　引き続き必要です。

医療保険の資格確認が
スピーディに！

POINT!

2
カードリーダーにかざせば
スムーズに医療保険の資格
確認ができ、医療機関や
薬局の受付における事務
処理の効率化が期待でき
ます。

※自治体独自の
　医療費助成等については
　書類の持参が必要です。

国民
健康
保険
高齢
受給
者証

有効
期限

交付
年月
日

年　
　　
月　
　　
日

年　
　　
月　
　　
日

世

　帯

　主

対
象
被
保
険
者

住所

氏名

記号

番号

氏名
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医療保険の事務
コストの削減！

POINT!

5
医療保険の請求誤りや
未収金が減少するなど、
医療保険者等の事務処理
のコスト削減につながり
ます。

Cost  reduction

マイナンバー（12桁の数字）は使いません！

マイナポータルを活用し
て、ご自身の医療費情報
を確認できるようになり
ます（2021年10月予定）。
また、2021年分 所得税
の確定申告から、医療費
控除の手続で、マイナ
ポータルを通じて自動入
力が可能になります。

（＊）子育てや介護をはじめとする
行政手続の検索やオンライン
申請がワンストップでできたり、
行政からのお知らせを受け取る
ことができる自分専用のサイト
です。

利用申込はカンタン！
マイナンバーカードを健康保険証
として利用するためには、申込が
必要です。利用の申込は、マイナ
ポータル*でできます。

ス
マ
ホ
か
ら
で
も

申
込
で
き
る
！

▼マイナポータル

2021年3月（予定）から
健康保険証として利用できるようになります！

マイナンバーカードが

マイナンバーカードのICチップにある
電子証明書により医療保険の資格をオン
ラインで確認します。　　　

オンラインであなたの
医療保険資格を確認！2マイナンバーカードを

カードリーダーにかざす１
カードの顔写真を機器で確認します。
※顔写真は機器に保存されません。

ICチップの中の
「電子証明書」で
本人確認！

ICチップには、受診歴や
薬剤情報などの個人情報
は記録されません。

※特定健診情報の確認は、医療
　保険者によって開始時期が
　異なります。

ここをクリック！ここをクリック！

医療費控除も
カードで便利に！

POINT!

6健康管理や医療の
質が向上！

POINT!

4
マイナポータルで、2021年３
月(予定)から自分の特定健
診情報を、2021年10月(予定)
から自分の薬剤情報を確認
できるようになります。

本人が同意をすれば、初めて
の医療機関等でも、今までに
使った薬剤情報や特定健診情
報が医師等と共有できます。

手続きなしで限度額
以上の一時的な支払
が不要に！

POINT!

3

限度額適用認定証がなくて
も、高額療養費制度におけ
る限度額以上の支払が免除
されます。

どうやって
使うの？

とっても
簡単！

ピッと
かざすだけ！

○ ○ 病 院 総 合 受 付

診察券入れ

マイナンバーカードの健康保険証
利用には、ＩＣチップの中の「電子
証明書」を使うため、マイナンバー
（12桁の数字）は使われません。

医療機関や薬局の受付窓口でマイ
ナンバーを取り扱うことはありま
せんし、ご自身の診療情報がマイ
ナンバーと紐づけられることもあ
りません。

どんないいことが？ ６ つ の メ リ ッ ト

健康保険証として
ずっと使える！

POINT!

1
マイナンバーカードを使
えば、就職や転職、引越し
しても保険証の切替えを
待たずにカードで受診で
きます。

※医療保険者への加入の届出は
　引き続き必要です。

医療保険の資格確認が
スピーディに！

POINT!

2
カードリーダーにかざせば
スムーズに医療保険の資格
確認ができ、医療機関や
薬局の受付における事務
処理の効率化が期待でき
ます。

※自治体独自の
　医療費助成等については
　書類の持参が必要です。
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医療保険の事務
コストの削減！

POINT!

5
医療保険の請求誤りや
未収金が減少するなど、
医療保険者等の事務処理
のコスト削減につながり
ます。

Cost  reduction

マイナンバー（12桁の数字）は使いません！

マイナポータルを活用し
て、ご自身の医療費情報
を確認できるようになり
ます（2021年10月予定）。
また、2021年分 所得税
の確定申告から、医療費
控除の手続で、マイナ
ポータルを通じて自動入
力が可能になります。

（＊）子育てや介護をはじめとする
行政手続の検索やオンライン
申請がワンストップでできたり、
行政からのお知らせを受け取る
ことができる自分専用のサイト
です。

利用申込はカンタン！
マイナンバーカードを健康保険証
として利用するためには、申込が
必要です。利用の申込は、マイナ
ポータル*でできます。

ス
マ
ホ
か
ら
で
も

申
込
で
き
る
！

▼マイナポータル

2021年3月（予定）から
健康保険証として利用できるようになります！

マイナンバーカードが

マイナンバーカードのICチップにある
電子証明書により医療保険の資格をオン
ラインで確認します。　　　

オンラインであなたの
医療保険資格を確認！2マイナンバーカードを

カードリーダーにかざす１
カードの顔写真を機器で確認します。
※顔写真は機器に保存されません。

ICチップの中の
「電子証明書」で
本人確認！

ICチップには、受診歴や
薬剤情報などの個人情報
は記録されません。

※特定健診情報の確認は、医療
　保険者によって開始時期が
　異なります。

ここをクリック！ここをクリック！

医療費控除も
カードで便利に！

POINT!

6健康管理や医療の
質が向上！

POINT!

4
マイナポータルで、2021年３
月(予定)から自分の特定健
診情報を、2021年10月(予定)
から自分の薬剤情報を確認
できるようになります。

本人が同意をすれば、初めて
の医療機関等でも、今までに
使った薬剤情報や特定健診情
報が医師等と共有できます。

手続きなしで限度額
以上の一時的な支払
が不要に！

POINT!

3

限度額適用認定証がなくて
も、高額療養費制度におけ
る限度額以上の支払が免除
されます。

どうやって
使うの？

とっても
簡単！

ピッと
かざすだけ！

○ ○ 病 院 総 合 受 付

診察券入れ

マイナンバーカードの健康保険証
利用には、ＩＣチップの中の「電子
証明書」を使うため、マイナンバー
（12桁の数字）は使われません。

医療機関や薬局の受付窓口でマイ
ナンバーを取り扱うことはありま
せんし、ご自身の診療情報がマイ
ナンバーと紐づけられることもあ
りません。

どんないいことが？ ６ つ の メ リ ッ ト

健康保険証として
ずっと使える！

POINT!

1
マイナンバーカードを使
えば、就職や転職、引越し
しても保険証の切替えを
待たずにカードで受診で
きます。

※医療保険者への加入の届出は
　引き続き必要です。

医療保険の資格確認が
スピーディに！

POINT!

2
カードリーダーにかざせば
スムーズに医療保険の資格
確認ができ、医療機関や
薬局の受付における事務
処理の効率化が期待でき
ます。

※自治体独自の
　医療費助成等については
　書類の持参が必要です。
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引用：厚生労働省のパンフレットより

詳しくは5頁を
ご覧ください


